
 
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

広
島
県
規
則
第
十
四
号 

 
 
 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

 

第
一
条
の
二
中
「 

」
は
」
を
「 

」
と
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
等
」
と
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
本
人

又
は
そ
の
保
護
者
が
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

３ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る

料
金
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
い
い
、
「
料
金
徴
収
設
備
」
、
「
車
載
器
」
及
び
「
識
別
カ
ー
ド
」
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
い
ず
れ
も
同
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
料
金
徴
収
設
備
、
車
載
器
及
び
識
別
カ
ー
ド
を

い
う
。 

 

第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
六
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条
の
二 

削
除 

 

第
五
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

四 

身
体
障
害
者
等
が
自
動
車
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運

転
し
て
臨
港
道
路
海
田
大
橋
を
通
行
す
る
場
合
の
通
行
料 

五
十
円 

 
 

イ 

当
該
身
体
障
害
者
等
又
は
こ
れ
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
所
有
す
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

営
業
用
の
自
動
車
で
な
い
こ
と
。 

 
 

ハ 

乗
用
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
別
表
第

一
に
掲
げ
る
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
で
あ
つ
て
、
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
乗
用

の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
乗
用
自
動
車
と
類
似
し
た
構
造

及
び
機
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
ラ
イ
ト
バ
ン
等
の
貨
物
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。 

 

第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
二
を
同
項
第
四
号
の
三
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四
の
二 

身
体
障
害
者
等
（
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
程

度
の
障
害
が
あ
る
も
の
及
び
同
表
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
が
二
以
上
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
総
合
の
程

度
が
同
表
下
欄
に
準
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
療
育
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
（
障
害
の
程
度
が
重
度
と
判
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
乗
車
さ
せ
て
、
そ
の
移
動
の
た
め
に
介
護
者
が
自
動
車
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
転
し
て
臨
港
道
路
海
田
大
橋
を
通
行
す
る
場
合
の
通
行

料 

五
十
円



 
 

イ 

身
体
障
害
者
等
若
し
く
は
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
と
生
計
を
一
に
す
る

者
（
こ
れ
ら
の
者
が
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
身
体
障
害
者
等
又
は
療
育
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者
）
が
所
有
す
る
自
動
車
で
あ

る
こ
と
。 

 
 

ロ 

営
業
用
の
自
動
車
で
な
い
こ
と
。 

 
 

ハ 

乗
用
自
動
車
又
は
乗
用
自
動
車
と
類
似
し
た
構
造
及
び
機
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
ラ
イ
ト
バ

ン
等
の
貨
物
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。 

 

第
五
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
の
二
」
を
加
え
、
「
身
体
障
害
者
の
」
を

「
障
害
者
の
」
に
改
め
、
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
の
下
に
「
又
は
療
育
手
帳
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
さ
れ
る
通
行
料
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
料
金
所
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号

）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
証
明
書
に
基
づ
い
て
必
要
な
事

項
の
登
録
が
な
さ
れ
た
識
別
カ
ー
ド
に
よ
つ
て
車
載
器
を
作
動
さ
せ
、
当
該
必
要
な
事
項
を
料
金
徴
収
設

備
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
一
項
第
四
号
の
三
」
に
改
め
る
。

 

第
七
条
第
二
項
中
「
回
数
通
行
券
及
び
」
を
削
る
。

 

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

別
表
（
第
五
条
関
係
） 

障
害
の
区
分

障
害
の
程
度
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）

別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
等
級
に
よ
る
。

）

視
覚
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級
の
１

聴
覚
障
害

二
級
及
び
三
級

肢
体
不
自
由 

上
肢
不
自
由

一
級
、
二
級
の
１
及
び
二
級
の
２

 

下
肢
不
自
由

一
級
、
二
級
及
び
三
級
の
１

 

体
幹
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

上
肢
機
能
障
害

一
級
及
び
二
級
（
一
上
肢
の
み
に
運
動
機
能

障
害
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

 

乳
幼
児
期
以
前

の
非
進
行
性
の

脳
病
変
に
よ
る

運
動
機
能
障
害 

移
動
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
（
一
下
肢
の
み

に
運
動
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

内
部
障
害 

心
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

 

じ
ん
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

 

呼
吸
器
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級



 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

 

小
腸
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

 
肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

 

別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
様
式
第
14号

の
２
 
削
除
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
広
島
県
条
例
第

十
六
号
）
附
則
第
一
項
本
文
の
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 


